
令和8年６月現在

ワクチン名
接種回数
（標準）

　　　B型肝炎 ３回

接
種
）
毎

1価(２回)

5価(３回)

　　　小児用肺炎球菌
４回

※裏面参照

接
種
）
第

　　　五種混合
        ジフテリア

　　　　百日せき・破傷風
　　　　不活化ポリオ・ヒブ

４回

　　　BCG １回

接
種
）
毎

　　　MR

   　（麻しん風しん混合）
２回

接
種
）
毎

　　　水痘
　　（みずぼうそう）

２回

　　　日本脳炎 ４回

　　　HPV

　 　（子宮頸がん）
３回

※原則

同時に複数のワクチンを接種することができます。
安全性は単独でワクチンを接種した場合と変わりません。詳しくはかかりつけ医にご相談ください。

…同時接種

13

　　不活化ワクチン　　　生ワクチン

8 9 10 11 12

…定期予防接種（無料で接種できる）対象となる時期 …おすすめの接種時期（数字は接種回数）

　　ロタウイルス
　（飲むワクチン）
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同時接種でも受けられます。同時の場合27日以上間隔をあけて受けましょう。

二種混合（ジフテリア・破傷風）

幼稚園、保育園の年長になったら、

早めに受けましょう。

追加接種は、初回接種から3か月の間隔を

あけて受けましょう。

9歳で追加接種

（接種対象：9～12歳）

1歳の誕生日が来たら受けましょう。

同時接種でも受けられます。

中学1年で接種開始（接種対象：小６から高１の女子）

1回目接種を15歳未満で接種した場合は接種回数は2回になります。

不 生

小児科医とよく相談して接種しましょう。

３
歳

４
歳

５
歳

６
歳

７
歳

生 生27日以上

1 2 3不 １回目から２回目までは27日以上の間隔をあけて受けましょう。

3回目は1回目の接種から約5か月以上の間隔をあけて受けましょう。

1 2生

3

１価と５価のワクチンがありますので、どちらかを受けましょう。

遅くとも、生後14週6日までに接種を開始し、それぞれの接種回数を受けましょう。

不
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所在地・電話番号 日時 Ｂ型肝炎 BCG 小児用肺炎 五種混合 二種混合 MR 水痘 日本脳炎 ロタ HPV

古市町6－12
【 22-1191 】

接種）毎週 火・水・金
午後1：30～
　
受付）午後1：00～1：30

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

榊山町7－23
【 22-0002 】 ○

大正459－1
【 27-0210 】 ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

愛媛県宇和島市御殿町
1-1

【0895-25-1111】

接種）毎週 金曜日午後
※予約のみ
(予約受付 木曜日8：30～12：00
迄)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

愛媛県北宇和郡鬼北町
永野市1607

【0895-45-1101】

接種）毎週 水曜日
午後２：30～４：00

受付）午後２：00～３：00
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

★広域個別接種は県内の委託医療機関で受けられます。希望する医療機関へお問い合わせください。　※県外の医療機関で接種する場合は、下記までご連絡ください。

市立宇和島病院

旭川荘
南愛媛病院

大正診療所 ※上記の予防接種は実施していません。その他の予防接種についてはお問い合わせ願います。

十和診療所
昭和468

【 28-5523 】

接種）
第1.2.4水曜日
午後３：30～４：30

第3.5水曜日
午後４：00～５：00 ※十和診療所では初回接種の受け入れをしていません。１回目の接種は小児科医で受けていただきますようお願いします。

石川ヘルス
クリニック

※上記の予防接種は実施していません。その他の予防接種についてはお問い合わせ願います。

令和8年６月現在

委託医療機関名

大西病院

◆四万十町の予防接種委託医療機関◆ ≪注意≫ 各医療機関へは電話等で必ず事前に 問い合わせ・予約 をしてください！

定期予防接種とは・・・

「予防接種法」に基づき市町村が実施する予防接種です。

対象者（子どもの場合は保護者）は予防接種を受けるよう

努めなければならないとされています。

接種費用は無料です。（定期接種の対象期間外の場合は

全額自己負担になります）定期予防接種以外の接種を受ける

場合（おたふく、インフルエンザなど）は任意接種となり、

全額自己負担となります。

お問い合わせ

四万十町役場

健康福祉課 22－3115

大正地域振興局

町民生活課 27－0112

十和地域振興局

町民生活課 28－5112


